通　　　知　　　書
平成２２年　　月　　日
被通知人
東京都●●区●●町●丁目●番●号
株式会社●●●●
代表取締役
●●　●●　殿

通知人

神奈川県横浜市○○区○○町
○丁目○番○号
○○　○○
本通知書作成代理人

〒１６２－０８２２

東京都新宿区下宮比町２－２８

飯田橋ハイタウン１１０４
行政書士事務所

飯田橋総合法務オフィス
ＴＥＬ：０３－５２０６－７７７３

行政書士　小竹　広光

冠省

早速ですが、貴社に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、書類作成代理人として下記の通り通知致します。

通知人は、貴社から雇用され、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで社員として労務を行ってまいりました。

そして、通知人は貴社より入社当初から時間外労働を続けてまいりましたが、その時間外労働について、手当の支給を受けておりません。
つきましては、労働基準法第２３条に基づき、本書面到着後７日以内に、所定の遅延損害金（それぞれ支払うべき日の翌日から年６％、及び退職した日の翌日から年１４．６％）を付加してお支払い頂けるよう、請求させて頂きます。

また、支払金額の内訳（労働基準法第１０８条及び第１０９条に基づいた正確な労働時間と未払賃金額の明細）が開示されなければ正当な支払いとは認められませんので、その場合には、付加金をつけて民事上の請求を行うと同時に、労働基準監督署への申告および刑事告訴も並行して行なう場合もございますので、申し添えます。

なお、賃金の不払いは、労働基準法第１０９条により、最高で懲役６ヶ月または罰金３０万の刑に処せられるおそれがありますので、ご注意下さい。

最後に、今後の連絡事項等は、書面のみとし、通知人や通知人の家族等への直接折衝はご容赦下さい。

万が一、この申し出に反して直接折衝などをされた場合、強要罪（刑法第２２３条）や業務妨害罪（刑法第２３３条、２３４条）で刑事告訴する場合がありますのでご承知おき下さい。
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